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（ 東 南 ア ジ ア ）

ア フ ガ ニ ス タ ン × × × ○ ○ ○ 出 10 － 15日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ2

○ ○

イ ン ド ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出 7 5 3 商品34 － ○ (特)防護標章

イ ン ド ネ シ ア ○ ○ × ○ ○ ○ × × 出 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
第35類のみ独自分類(国
産品)

ベ ト ナ ム ○ × × ○ ○ ○ × 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

カ ン ボ ジ ア ○ × × × ○ ○ 出 10 なし －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

ス リ ラ ン カ ○ ○ × ○ ○ ○ × × 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

タ イ × ○ × ○ ○ × × ○ 出 10 3 90日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

中 国 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 登 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

香 港 （ 中 国 ） ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
2003.4.4改正
(特)防護標章

マ カ オ （ 中 国 ） ○ ○ × ○ ○ × ○ 登 7 3 90日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

台 湾 × ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

韓 国 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

日 本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 登 10 3 登2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

ネ パ ー ル ○ × × ○ ○ ○ ○ × 登 7 1 35日 ○ －
ベースとなる本国登録
の分類に従う

パ キ ス タ ン × ○ × ○ ○（○） × ○ 出
7
更15

5 2 商品34 - ○ (特)防護標章

ミ ャ ン マ ー × ○ × ×

フ ィ リ ピ ン ○ ○ × ○ ○ ○ （本）× 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

シ ン ガ ポ ー ル ○ ○ ○ ○ ○（○） × ○ 出 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

ブ ー タ ン ○ × ○ ○ ○ 出 10 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

モ ン ゴ ル ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 出 10 5 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

マ レ ー シ ア ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出 10 3 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

ﾏﾚｰｼｱ全土に統一登録原
簿、旧ﾏﾗﾔ､ｻﾊﾞ､ｻﾗﾜｸ地
区登録は､個別に更新手
続を行う必要あり

ラ オ ス ○ × × × ○ ○ 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○ 1995.1.18　首相令

（ 中 近 東 ）

イ エ メ ン × × × ○ － ○ （本）× 出 10 5 6
商品33
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
第32類(ｱﾙｺｰﾙ類)第33類以
外は国際分類を採用

続葉有

⑨存続期間

(Common Law に基づき、新聞に警告的告示をする)
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イ ス ラ エ ル ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出
7
更14

3
＊

3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

イ ラ ク ○ × × ○ ○（○） × × 出 15 2 90日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
独自分類（国際分類+
ローカルサブクラス）

イ ラ ン ○ × × ○ ○ ○ × ○ 出 10 3 30日
商品33
その他1
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
32類ビール及び33類を
除く

ク ウ エ ー ト × ○ × ○ ○ ○ ○ × 出 10 5 30日
商品33
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
2002.12.4新法
第32類､第33類以外は国
際分類を採用

キ プ ロ ス ○ ○ × ○ ○ × × ○ 出
7
更14

5 2 商品34 ○ ○

サ ウ ジ ア ラ ビ ア × × × ○ ○ ○ （本）○ 出
10
太陰暦

5 90日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
第33類以外は国際分類
を採用

ヨ ル ダ ン ○ ○ × ○ ○（○） × × 出 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

シ リ ア ○ × × ○ ○ ○ ○ 出 10 なし －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ト ル コ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ 指定商品を特定

レ バ ノ ン ○ × × ○ 　 ○ × ○ 出 15 5 － ○ ○
第32類､第33類以外は国
際分類を採用

カ タ ー ル ○ ○ × ○ △ ○ × 出 10 5 4
商品33
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
第33類は削除､第32類か
らﾋﾞｰﾙ類を除く

ア ラ ブ 首 長 国 連 邦 ○ ○ × ○ 　 ○ × ○ 出 10 5 30日
商品33
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
第33類は削除､第32類か
らﾋﾞｰﾙ類を除く

オ ー ス ト ラ リ ア ○ ○ ○ ○ ○（○） × ○ 出 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
(特)防護標章
ﾉｰﾌｫｰｸ島にも保護の効力が
及ぶ

サ モ ア × × × ○ ○ ○ 出 14 5 3 － ○

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出
7
更14

5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
(特)防護標章
ｸｯｸ諸島及びﾄｹﾗﾑ諸島にも
保護の効力が及ぶ

ナ ウ ル × × × × × × × Cautionary Notice

パ プ アニューギニア ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

エ ジ プ ト ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 60日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○ 2002.6.2新法

ア ル ジ ェ リ ア ○ × × ○ × ○ × 出 10 1 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

ウ ガ ン ダ ○ ○ × ○ ○ × × 出
7
更14

5 60日 商品34 － ○   ARIPO加盟

エ チ オ ピ ア × × × × なし － －
ｴﾘﾄﾘｱには効力が及ばな
い(1993.5.24以降)

ガ ー ナ ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出
7
更14

5 60日 商品34 － ○   ARIPO加盟

ガ ボ ン ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

ブ ル キ ナ フ ァ ソ ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

カ メ ル ー ン ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

ギ ニ ア ○ ○ × ○ ○ ○ 出 10 なし － 商品34 － ○   OAPI加盟

続葉有

オ

セ

ア

ニ

ア

①ｱｼﾞｽｱﾍﾞﾊﾞで発行されている地方新聞にNTRS
の承認を得た警告文を2種6年毎に掲載
②中間の２年目毎に、簡潔で非公式の警告文
の掲載を行う
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ケ ニ ア ○ ○ ○ ○ ○ (○) × ○ 出
7
更14

5 60日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○   ARIPO加盟

コ ン ゴ 共 和 国 ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

コ ン ゴ 民 主 共 和 国
（ 旧 ザ イ ー ル ） ○ ○ × ○ × ○ × × 出 10 3 －

商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ザ ン ビ ア ○ ○ ○ ○ ○ (○) × ○ 出
7
更14

5 2 商品34 － ○ (特)防護標章

シ エ ラ レ オ ネ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 出 14 5 3 50 － －
旧英国商品分類を採用
  ARIPO加盟

ス ー ダ ン ○ × × ○ ○ × ○ 出 10 5 6
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
ｱﾙｺｰﾙ飲料の登録不許可
  ARIPO加盟

セ ネ ガ ル ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

コ ー ト ジ ボ ワ ー ル ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

ソ マ リ ア × × × ○ ○ × × × 出 20 3 － 49 ○ －
旧伊国分類採用サービ
スは49類で登録可
  ARIPO加盟

ベ ナ ン ○ ○ × ○ △ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

タ ン ザ ニ ア       ARIPO加盟

(旧ザンジバル) ○ ○ × ○ × × 出 14 5 3 商品50 － － 旧英国商品分類を採用

(旧タンガニーカ) ○ ○ × ○ 　（○） 　 出
7
更10

5 60日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

中 央 ア フ リ カ ○ ○ × ○ △ ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

チ ュ ニ ジ ア ○ ○ × ○ × × × ○ 出 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

チ ャ ド ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6   OAPI加盟

ト ー ゴ ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

ナ イ ジ ェ リ ア ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出
7
更14

5 2 商品34 － ○

ニ ジ ェ ー ル ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

ブ ル ン ジ ○ ○ × ○ × × × × 無期限 － － なし － －

マ ダ ガ ス カ ル ○ ○ × ○ ○ ○ 　 × 出 10 5 6
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○ 1992.12大統領令

マ ラ ウ イ ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出
7
更14

5 2 商品34 － ○   ARIPO加盟

マ リ ○ ○ × ○ △ × 出 10 6 － 商品34 ○ ○
OAPI加盟(1984.9.30)
1984.9.30以前のOAPI登
録の効力は及ばない

南 ア フ リ カ ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
登録の効果が旧ボフタ
ツアナ、トランスカ
イ、ベンダに及ぶ

モ ー リ タ ニ ア ○ ○ × ○ △ × ○ 出 10 5 6 ○ ○   OAPI加盟

モ ロ ッ コ 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　

(旧スペイン領地域) ○ ○ ○

(旧フランス領地域) ○ ○ ○ ○ × × × × 登 20 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

(シエリフイアン
モロッコ王国) ○ ○ × 出 20 商品34 ○

続葉有

モロッコ王国全土に権
利を取得するためには
それぞれの地域に出願
しなければならない

⑨存続期間
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リ
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リ ビ ア ○ × × ○ ○ × × 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ12

○ ○
サービスに関しては独
自分類

リ ベ リ ア ○ × × ○ ○ ○ × × 登 15 2 － なし ○ －

ル ワ ン ダ ○ ○ × × × × － 無期限 － － 商品34 ○ ○

ジ ン バ ブ エ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ア イ ス ラ ン ド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ア イ ル ラ ン ド ○ ○ ○ ○ ○（○） × ○ 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
1996.7.1以前は出願日
起算7年
  CTM

ア ル バ ニ ア ○ ○ × ○ × × × ○ 登 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

イ タ リ ア ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 出 10 5 登3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○   CTM

バ チ カ ン ○ × ×
△
伊
× ○ ○ ○ 出 10 5 －

商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ イタリア登録の効力が及ぶ

オ ー ス ト リ ア ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ 登 10* 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
  CTM
＊登録日の月末起算10年

オ ラ ン ダ ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
ベネルックス統一商標法
審査するが拒絶しない
　CTM

ギ リ シ ャ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
出願
の翌
日

10 5 ＊
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
  CTM
＊公告の翌月１６日か
ら４ヶ月

イ ギ リ ス ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
(特)防護標章
マン島にも効力が及ぶ
  CTM

サ ン マ リ ノ ○ × × ○ × ○ ○ ○ 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ス イ ス ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × 出 10 5 登3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ス ウ ェ ー デ ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 登 10 5 登2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○   CTM

ス ペ イ ン ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

  CTM
1989.5.12以前に出願さ
れた登録は、更新後原
出願日起算10年の存続
期間に変わる

エ ス ト ニ ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 登 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ラ ト ビ ア ○ ○ ○ ○  （○） × 　 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

リ ト ア ニ ア ○ ○ ○ ○ ○  ×  出 10 5 登3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ア ル メ ニ ア ○ ○ ○ ×     出 10 　 　
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ア ゼ ル バ イ ジ ャ ン ○ × ×      出 10 　 　
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ベ ラ ル ー シ ○ × ○ ○ ○ ○ ×  出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

グ ル ジ ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×  登 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
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カ ザ フ ス タ ン ○ × × ○ ○ ○ ×  出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

キ ル ギ ス ○ ○ × 暫 　 　 　 　 出 10 　 　
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

モ ル ド バ ○ ○ ○ ○ ○ 　 × 　 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ロ シ ア ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 3 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

タ ジ キ ス タ ン ○ × × ○ 　 　 　 　 出 10 　 　
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ト ル ク メ ニ ス タ ン ○ × ○ 　 　 　 　 　 登 10 　 　 　 　 　

ウ ク ラ イ ナ ○ × ○ ○ ○ ○ × 　 出 10 3 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ウ ズ ベ キ ス タ ン ○ × × ○ ○ ○ × 　 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

チ ェ コ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ス ロ バ キ ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 　 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

デ ン マ ー ク ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 登 10 5 登2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

フェロー諸島及びグ
リーンランドにも保護
の効力が及ぶ
  CTM

ド イ ツ ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ 出 10* 5 登3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
*出願日の月末起算10年
  CTM

ノ ル ウ ェ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 登 10 5 登2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ハ ン ガ リ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

フ ィ ン ラ ン ド ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 登 10 5 登2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○   CTM

フ ラ ン ス ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ 出 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○   CTM

ブ ル ガ リ ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ベ ル ギ ー ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
ベネルックス統一商標法
　CTM

ポ ー ラ ン ド ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ポ ル ト ガ ル ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 登 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○   CTM

マ ル タ ○ ○ × ○ ○ × × 出 10 5 2 商品34 ○ ○

モ ナ コ ○ × ○ ○ △ × × ○ 出 10 － －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ボ ス ニ ア ・
ヘ ル ツ ェ ゴ ビ ナ ○ × ×      出 10

商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ク ロ ア チ ア ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

続葉有

⑨存続期間
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ス ロ ベ ニ ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

マケドニア旧ユーゴスラ
ビ ア 共 和 国 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 5 　

商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

セ ル ビ ア ・
モ ン テ ネ グ ロ ○ × ○ 出 10 5 －

商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

リヒテンシュタイン ○ ○ ○ ○ ○ × × × 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ル ク セ ン ブ ル ク ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ 出 10 5 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
ベネルックス統一商標法
CTM

ル ー マ ニ ア ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 なし 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

（ 北 米 及 び 中 米 ）

米 国 ○ ○ × ○ ○（○）（本）× 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

エ ル サ ル バ ド ル ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 なし 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ 中央アメリカ条約

カ ナ ダ ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 登 15 3 2 なし ○ －
異議申立期間は２月間
延長可能

バ ハ マ ○ × × ○ ○（○） × × 出 14 5 1 商品50 ○ － 旧英国商品分類採用

キ ュ ー バ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 出 10 3 －
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

グ ア テ マ ラ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 登 10 なし 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ 中央アメリカ条約

コ ス タ リ カ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 登 10 なし 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ 中央アメリカ条約

バ ル バ ド ス ○ ○ × ○ ○（○） × ○ 登 10 5 90日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ジ ャ マ イ カ ○ ○ × ○ ○（○） × 出 10 5 1 商品34 ○ ○

ド ミ ニ カ 共 和 国 ○ ○ × ○ ○ ○ × × 登 10 3 45日 商品70 ○ ○

トリニダード・トバゴ ○ ○ × ○ ○（○） × 登 10 3 3
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ニ カ ラ グ ア ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 登 10 3 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ 中央アメリカ条約

ハ イ チ ○ ○ × ○ × × × ○ 登 10 なし 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

パ ナ マ ○ ○ × ○ × × × × 出 10 5 2
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ホ ン ジ ュ ラ ス ○ ○ × ○ ○ ○ × × 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

メ キ シ コ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 出 10 3
告示で
定める

商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

（ 南 米 ）

ア ル ゼ ン チ ン ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 5 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
更新後の存続期間、起
算日は更新登録日

ベ ネ ズ エ ラ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
アンデス条約
(商号は５０類)
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ウ ル グ ア イ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 なし 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

エ ク ア ド ル ○ ○ × ○ △ ○ × × 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ アンデス条約

コ ロ ン ビ ア ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○
(特)防護標章
アンデス条約

チ リ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 2 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○
更新後の存続期間の起
算日は更新登録日

パ ラ グ ア イ ○ ○ × ○ × ○ × ○ 登 10 5 60日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ11

○ ○

ブ ラ ジ ル ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ 登 10 5 60日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○

ペ ル ー ○ ○ × ○ × ○ × ○ 登 10 3 30日
商品34
ｻｰﾋﾞｽ8

○ ○ アンデス条約

ス リ ナ ム ○ ○ × ○ ○ × × × 登 10 3 商品34 － ○

ボ リ ビ ア ○ ○ × ○ ○ ○ × × 登 10 3 50日 　 ○ ○ アンデス条約

出典：WIPO発行「Industrial Property Laws and Treaties」、　AIPPI日本部会発行「外国工業所有権法令集」　等  

注：

(1)　①パリ条約の項中、○は加盟国であることを、×は未加盟国であることを示す。

(2)　②ＷＴＯ協定の項中、○は加盟国であることを、×は未加盟国であることを示す。

問い合わせ先：国際課

(11)　⑮備考の項中、（特）は特異な商標制度を示す。CTMは共同体商標（EU）の加盟国であることを示す。

(10)　⑪出願公告の項中、月又は日数の表示は、いずれも公報又は官報等への公告期間、従ってその間に異議申立の許されている期間を示す。
　　また－は、異議申立期間に関する規定がないことを示す。なお、例えば登2とは、登録の公告後2ヶ月以内に異議申立が可能であることを表
　　す。

(4)  ④商標法の項中、○は商標法の「有る」ことを、×は「無い」ことを、暫は暫定法があることを、また△は他の国の商標法を適用している
　　ことを示す。

(5)　⑤審査の項中、○は方式、顕著性、先行商標審査すべてを含み、△は方式、顕著性のみを審査することを示し、×は方式のみを審査するこ
　　とを示す。

(6)　⑥商標権の登録の項中、○は「先願主義」をとっていることを、×は「先使用主義」をとっていることを、（○）は折衷主義をとっている
　　ことを示す。先願主義とは、商標権の発生が先願者に対する登録に基づくものをいい、先使用主義とは、商標権の発生が商標の使用に基づく
　　とするものである。

(7)　⑦本国登録要件の項中、○は「要する」ことを、（本）は「本国登録あるときは必要」であることを、×は「不要である」ことを示す。
　　「本国登録要件」とは、外国人にして自国以外の国へ出願する場合は、その本国において事前に商標登録のなされていることが要求されるも
　　のをいう。

(8)　⑧譲渡要件の項中、○は「単独」であることを、×は「営業とともに」であることを示し、「単独」とは、営業とは無関係に商標権のみの
　　譲渡が許されるものをいい、「営業とともに」とは、営業の譲渡と同時になすことを要するものをいう。

(9)　⑨存続期間の項中、「出」とは出願日を、「登」とは登録日を、それぞれ存続期間の起算日とするものをいう。「更」とは、更新後の期間
　　を示す（特に表記していない場合は、更新後も同一期間存続することを示す。）

⑨存続期間

(3)　③マドリッド協定議定書の項中、○は『標章の国際登録に関するマドリッド協定についての議定書』の加盟国であることを、×は未加盟国
　　であることを示す。
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